
ユ989全1三12月19日

保険2（生命保険）問題

工．次の語句を簡潔に説明せよ．｛20点）

　　保険業法第86条準備金

　　特別法入税

　　　7％最傾…観1税方式

　　予定跡業費枠義一1’算における「蔵銀枠j

　　責任準備金の「限慶欄立」

皿．生命保険会計に関し、次の設問に解答せよ．｛40点）

　1　生命保険会書十の特徴であるr保険期闘の超長期性」r群団性」について説明せよ、

　2　「社員配当準備金明細表」における、前年度末から当年度末に重る異動状況について、r前年度末残高」

　　　r前年度剰余金からの幌入額」r利息による増加額」r支払いによる減少額」の各項目を説明せよ．

　3　利源分析において、5年チルメル式と平準純保険料式の相違点を述べ、各々の長所・短所について簡単に

　　所見を述べよ，

皿一次の2間中　工間を選択し、解答せよ。｛40点）

　1　個入保険の特別記当について、その意義・考え方を述べよ。その際、則源の問題についても官及せよ．

　2　貯蓄性商品の増加が、生命保険会社の経営に与える影響について、収益性、キャッシュフロー等の観点か

　　　ら所見を述べよ。
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保険2（生命保険）解一答例

閲I

／．保険業法第86条に規定される準騰金でr保険会対は財産の評楓換

または売醐により計．トした利益184条第2項の規定により、同項の準

備金として積ウてるべさ・利益を除く）が、これにより議．上した損火を超

えるときは、その差額を準備金として積立てることを要する」と定めら

れ一でいる。なお、但書でヰー務人竈の認可を得ることにより、その令部ま

たは一部を積立てなくてもよいことになっている。

｛更に、設立趣旨、最近の同準備金をとりまく問題点、経理通達による

不積立の対象等について言及する解答もあった。｝

　注　｛｝内は、必須ではないが、好ましい解答例である。以■ト刷じ。

2．適格退職年金契約、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約、

勤労者勉廃形成基金結句契約に基づく積立金に対してかかる法人税で、

その課税根拠は、企業．が従業員のために拠出した保険料が損金となる一

方、従業員鰯についても受給額が確定しないことから課税延期となるた

め、延期中の繰り延べ利益を特別法人税として徴収しようとするもので

ある、コ課税標準は、各事業年度始の退職年金等積立金の額（ただし、加

入者負損保険料相当σ）積立金は除く）で、税率は／％である。

｛則こ、納税義務者について言及する解答もあった。｝

3．生命保険会社の課税砺得が当期剰余金の7％相当額に満たない場合

は、剰余金の7％相当額をもって課税標準とす一る方法。導入の背寮とし

ては、かつて純保険料式資任準備金の積立を目指し、積増強化を図るた

め課税所得が過少となる保険会社が多かったことがあげられる。

｛更に、局方式において剰余金を算出する際には、団体定期保険、心身

障客者保険、再保険にかかわる剰余金は2分の1に減額し一て討萄するこ

と等に蕾及する解答もあった。｝
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4．大蔵省銀行局通達く第1483号）に定める方式に纂づき算出した

予定・事業費枠をいう。契約初年度に予定新契約驚を今て’計．1」し、これを

全期闘にわたって一償却すると考えたもの。あり、全期チルメル方式によ

る予定事業費枠の計算である。

｛更に、この方式の特徴として、事業費の内訳く新契約資、維持欝、集

金費）毎に、事業費を統制する場合に用いられることが多い等、経費効

率化の基準に適していることについて言及する解答もあった。｝

5．現行の会計基準では、保険料の計上は現金本義によって一おり、未収

保険料は計上しない。これに対応し、責任準備金の積立も保険料の入金

を限度として一行うよう経礫通達で規憲二されている。実際の訓纂は一・・」般に、

年度未有効契約について保険料の入金がすべてあったものとして責任準

備金を副欝し、それから未収保険料申の保険料積立金と未経過保険料相

当分を差し引くという形をとる。ただし、決欝騎から猶予期間末までの

期間内に保険料の収入が見込まれない契約についての当該鶏闇の危険保

険料欄当額を、死亡請求があ拳と考え、加えて積立てることとしている。

間亙

1，r超長期性．」・…・・保険金祉は契約の全鯛闇を通じて生じる一定の偶

発事故に対して、保険給付を約しており、超長馴こわたって適j正な支払

能力を確保する必要がある。支払能力の確保という観点から、資産評価

の保守性と、支払準備のための準備金の充実という特性が生じる。

｛更に、資産評価の力法としては溝欝極憧とし一でとらえることが望まし

いこと、準備金の充実を目指すことが剰余に与える影響等について言及

する解答也あった。｝

　　「群団性．j……保険制度は人数の法則を前提としており、これは保

険契約を群団としてとらえるべきことを意味する。一定の群団を目的毎

に設定し、群団閥の公平性を図りつつ、支払能力の確保を行っ’ているわ

けである。
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｛更に、例示的に責任準備金の評価における群団性の問題に言及する解

答もあった。｝

2．社員配当準備金明細表は、期中にあける局準備金の異動状況を表わ

しており、次の関係が成り立つ。

「前年度末残高」十「前年度剰余金からの繰入額．」十「利馴こよる増加」

一「支払による減少」〈十「その他による増減額」）二「当年度末残高1

　各項目の内容は次の通りである。

r前年度末残高．」……前年度末における配当準備金の残高で、前年度の

貸借対照表の配当準備金の金額である。内訳は、割当済未払のもの、積

立・据置中のもの等（その他は“たまり”）である。

「前年度剰余金からの繰入額」……前年度の剰余金処分により配当準備

金に繰り入れた金額であり、定款においては、剰余金の90％以上を繰

り入れることとしている。

｛更に、翌朝砺要額までは無税繰入という税法限度について言及するこ

とも解答もあった。｝

「利息による増加額」……積立配当金の利息による増加分である。

｛更に、当期の損益計算書の「社員配当金jとr社員配当準備金戻入額．1

の差額と一致する関係にあることを述べる解答もあった。｝

「支払による減少」……当期において社員配当金として支払処理された

金額であり、損益計算書の「社費配当金」の金額と一・致する。

｛以上に加え、生保特有の配当準備金を巡る会計処理の諸問題について

論じる解答もあった。｝

3．利源分析は、損益計算蓄から出発し、「予定事業費．」r予定利息」

等の両建勘定を用い、損益計算書上の各項目を利源別に分解することに

より、各利源の損益を評価しようとするものである。

r相違点1……5チル式と縄係式では責任準備金の積み方、予定事業費、

予定利息等が異なることにより、各利源の損益が櫨当異なっI（一くる。通

常（新契約比率が一定以上）の場合、純係式は5チル式に比べ、費差損
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益においては予定事業費計上が少なくなり剰余が減少（損失が増加）、

利差損益は予定利息が着二1一・多くなり剰余が減少く損失が増加》、死差損

益は、危険保険金額がやや小さくなるため剰余が減少く損失が増加）す

る、、…一方、賓準関係損益において’は、実際の積増額との調整が行われる

ため、当該会ネllが純保積増を行っている場合、5チル式の利源分析では、

その超過積圭湊分が漢欠となる。また解約益計算においては、積立額と支

払額の差が益として計上されるため、益が大きく出る。

「長所・短所．．1……5チル式の場合、新契約費の支出実態に近い枠設定

が出来、新契約の多雰により費差損益が影響を受けにくいというメリッ

トがある・…力、責任準備金を鈍俄式で積立ている会社においては、責準

関係損が生じ、費差、死差、利差の合計が合計損益から禿離するという

う・デメリットがある。純係式の場合は、逆に予定事業費枠の設定が実態

にそくさず、新契約比率が高い年度において費差損益を圧迫するという

デメリットがあるが、純保積立の会刺一においては、責準関係損益の調整

が少なくすみ、三利源の損益が比較的旺当に評価されるというメりット

がある。

｛更に、以上の事実を前提とし一で、用途に応じた方式の選択、配当財源

との関係から現行の利源分析のかかえる問題恵等につい’て所見を述べる

解答もあった。｝

間並

1．特別配当について

下記について言及することが期待される。〈看眼点）

「意義・考えカー．．1

・通常配当の長期安定性により発生する未繕簾部分の最終精算

・経営の安定性の観点から内部留保されたもののうち契約者の持分の繕

第
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・保守的な資産評価により形成された含みのうち契約者の持分の精算

・長蛾継続契約に対するインフレによる目減り分の補填

r財源1

・経常益の一部

・株式等の売却益

・86準備金、危険準繍金等の内部留保の取崩し

　以．止に加え、一貫した理論構成のもとで、各自の所見を述べることを

期待する。論慮としては、下記の事項が考えられる。（この今一て一につい

て言及する必要はない。）

「論点．」

・現行の筍別配当制度をとりまく諸問題について1 i開始時期の問題等）

・特別配当における公平性について（保険種類闘の公平性、世代闇の公

平性等）

・特別配当の理論の一層の明確化とその適正水準について（アセットシ

ェア方式の採用による分配水準のチェック等）

・含みの適正保有水準と還元余力の検証方法やその理論について（財源

チェック等）

次に、解答の…例を以下に示す。

　昭和40年代に入り、各社が次々と純保険料式責任準備金の積立を達

成するようになると、次に剰余を契約者にいかに還元すべきかが、大き

な課題としてとらえられるようになった。長期継続契約者に対しインフ

レによる目減りを補頓するための新しい配当方式が検誠され、消滅臓特

別配当制度（μ配当）が導入されることとなった。これは、契約者に理

解されやすく営業上も好評であったため、対象範囲も当初の満期契約か

ら死亡契約、解約契約へと拡大され、配当率も引き上げられていった。
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一方、一定期間経過後毎年割当られる特別配当くλ配当）は、途中弓1さ

下げもあったが、近年の利差通常配当の減配に対応し、長期継続契約に

ついてはそれを補う意味で再び引き上げられた。

　現在、当社の場合（大手A社の昭和63年度決鋒に基づく配当率）、

μ配当は経過期簡により消滅時藁任準備金の2～50％（20年代、3

0年代契約等に対する上乗せあり）定期保険、定期特約箸については年

間保険料の16～400％、また年金開始後契約についても責任準備金

の1．2％を短年支払うく△μ配当）こととなっている。λ配当につい一

では、6回目配当より責任準｛賭金の0．15～2．55％を支払ってい

る。また、消滅時特別配当の安定釣財源確保のため、事前積立（ベステ

ィング）を行っている。

ギ意義・考え方」一・・通常配当は、長期安定性が要請されているため、

やや保守的なものとなっている。一方、保険会社は支払能力を確｛果一する

ため内部留保の充実を図ってきており、異体釣には責任準備金に加え8

6条準備金、危険準備金等の積立を行っている。更に、資産評価におい

ても保険機構の安全性の観焦から保守的なものとなってあり、真体的に

は低価法の採用により株式の含みが形成されている。これら通常配当の

未精＝幹部分、内部留保や含みのうちの個々契約者の持分（その形成に寄

与した分）を契約消滅時に最終精算し、契約者に還元しようとするのが

μ配当であり、またそれらが生みだす利息配当金収入という果実を還元

しようとするのがλ配当であるとする考え方がある。換言すれば、個々

契約者の責任準備金を」二．回る会社資産にあける個々契約者の持ち分を、

消滅時に還元するとともに、保険期間中においてもそれの生みだす果実

を毎年還元するのが、特別配当であるとする考え方である，，

「財源」……これに従うと、特別配当の財源としては、86条準備金、

危険準備金等の内部留保および含みが考えられる。実態としては、会社

短に異なるが、経常益の一部、86関係益をその財源にあてており、8

6条準備金、危険準備金等を取り崩し財源にあてることはほとんどない。

l1所見」・一・以上の前提にたつと、……〈以下、各自の所見を述べる。）
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2．貯蓄性商品について

下記について言及することが期待される。（着眼慮）

「収益性」

・貯蓄性商品は概して低ローディーングであり、費差損の危険性がある。

・金利の状況により利差損の危険牲もある。（逆ザヤ）　金利変動リス

ク、為替変動リスク等の影響が大である。

・死亡保障が小さく死差益への貢献度合は少ない。年金の場合は逆に生

存損の危険性もある。

rキャッシュフロー」

・保険料の増収と資産の拡大をもたらし、生命保険会社の収益構造を変

化させた。

・一 箞黷ﾅ、金利変動による大量の資金流出の危険性もあり、流動性リス

クを高めた。

「その他」

・資金量の増大により、金融機関としての地位向上をもたらした。

・ディスクロージャーの必要性を高めた。

・保険セールス面への影響も、無視し得ないものであった。

　以上に加え、一貫した理論構成のもとで、各自の所見を述べることを

期待する。論点としては、下記の事項が考えられる。（この全てについ

て言及する必要はない。）

「論慮」

・契約者二一ズヘの対応についてく資産形成手段の提供、高齢化社会対

応への貢献等）

・リスク管理の重要性についてく負債の性質にみあった運用方法の検認、
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資産・負債のマッチングの必要性等）

・収益協商、ヒ1の方策について（V比例［一1山ディンク導入0）是非、低二］ス

ト販売チャネルの検討、区分経理導入とその範囲内における柔軟な配当

方式の検討等）

・婁諸流出防止の方策について（受獅i商品の検誠一等）

I次に、解答の一一例を以下に示す。

　いわゆる貯蓄性商吊（一時払養老等に加え、企業年金等も含めて論じ

ても可）の増大により、生命保険会社は、その資金嚢を急激に増加させ、

総資産は／10兆円を突破し、金融機関全体に占める割合も急伸展した。

これにより、資産連用面においても国内外の市場に対する影響力を大き

く高める絡栗となった。貯蓄性商吊が大震に売れた理由としては、我が

国において低金利の状態が続く中、長鯛安定配当を指向する生保商品の

棚期りが、他金融商品の利回りに比べ相対釣に高かったことがあげられ

る。また、消費者の金利選好意識の高まりも一個として考えられる。結

粟として、個人の財産形成に寄与し、個人年金、企業年金の販売は国民

の老後資金の準備に貢献したこととなろう。

　一…・方で、貯蓄性商品の増大が生保経営に多大な影響を与えたことも事

実である。

「収益性」……収益性の面からみると、これらの商品は一般に低ローデ

ィング、低死亡保障商品であり、費差益、死差益への寄与度は小さいか

もしくは損失を生じさせる場合もあり得る。利差損益の影響は当然大き

く、資産運用が低位で推移する中にあっては、多大な逆ザヤを生じさせ

る危険性は人である、、含み益の実現化により損失の補填を行うとすれば、

群団闇の公平性という問題も生じよう。含み益を創出した群団が、補寧

される群団と一致するか否かという問題が考えられるからである。

「キャッシュフロー」……キャッシプフローの観点から考えると、前述

の様にこれらの商品は急激な収入保険料の増大をもたらしたが、局時に

満期を迎え急激な流出も考えられる。また、市中金利の上界k二ともない、
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より有利な投資先を求め保険期間半ばで、解約・契貸等により大最に資

金流出が起こる危険性もあり得る。即ち、流動牲という面からも常に注

視する必要があろう。従来の長期安定資金という乍保の負債の性質を、

徐々に変化させる要因の一一つとなっている。

ザその他の影響」……販売面についてみると、外務経當如何によっては、

この種の商品の販売が営業職員の商品、金融、税務の知識を淘一i一さ世る

契機となるく例えば、フィナンシャルプランナーに象徴される教育・育

成の高度化）メリットがある一一方、従来の死亡保障滴品の販売における

潜在二一ズの喚起による販売活動と翼なり、二一ズ販売によるため営業

力を低■トさ世るというデメリットを生じさ世る危険性もある．、

　また、派生的な結果ではあるが、前述の様に生保の金融機関としての

地位向上が、他金融機関との聞で様々な業際闘題を引き起こす遠因とな

ってきたことも見逃せない。ディスクロージャー間題、相互会社間題等

が、現在生保のかかえる大きな課題の一一つであることは否定出来ない。

「所見」……以上の前提にたつと、……（以下、各自の所見を述べる。）
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